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様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【伊賀市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業で連携した関係者 

  伊賀日本語の会、NPO法人伊賀の伝丸、伊賀市国際交流協会、三重県国際交流財団 

 

２．具体の取組内容 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

伊賀日本語の会、NPO法人伊賀の伝丸、伊賀市国際交流協会、外国人児童生徒教育拠点校、伊賀市人権生

活環境部多文化共生課、伊賀市教育委員会学校教育課で、「伊賀市帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細

かな支援事業運営協議会」を構成し、外国人児童生徒の就学支援、学習支援、日本語指導者の研修の在り方等

について協議した。 

また、運営協議会内に「就学支援委員会」「学習支援委員会」「指導研修委員会」を設け、事業計画・運営の具

体的な取組を行った。 

 

（２）学校における指導体制の構築 

伊賀市では、外国人児童生徒在籍数の多い上野東小学校と緑ヶ丘中学校をセンター校（拠点校）としている。

また、上野西小学校を準センター校に位置付けている。センター校では、先進的に JSL カリキュラムによるわかり

やすい授業づくりのための教材開発を進め、生活言語はもちろんのこと、学習言語としての日本語を教科の学習

指導の中で習得できるよう、実践研究と外国人児童生徒への支援を行った。また、外国人児童生徒についての個

人票、個別の指導計画、記録を作成し小中の引継を行った。 

 また、日本語指導コーディネーター（１名）を各校に派遣し、日本語指導に関する指導や日本語能力測定方法

等の研修を実施した。 

 初期適応指導教室をセンター校である上野東小学校内に設置し、初期の日本語指導や学校への適応指導を、

おおむね 50 日間（通級日数）、集中的に行っている。 

 

伊賀市 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 運営協議会 

伊賀市日本語の会(2)，NPO 法人伊賀の伝丸(1) 

伊賀市国際交流協会(1)，伊賀市人権生活環境部多文化共生課(1) 

センター（拠点）校教職員（学校長 3，担当教職員 4） 

伊賀市教育委員会事務局学校教育課(2) 

就学支援委員会 就学促進、進路ガイダンス、通訳・翻訳支援 

学習支援委員会 初期適応指導教室、教育相談 

指導研修委員会 日本語指導支援員、外国人児童生徒教育研修会、 

日本語能力測定、日本漢字能力検定、個別の支援計画作成 
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（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

「個人票（伊賀市版）」について、外国人児童生徒の在籍校において活用を進め、センター（拠点）校を中心

に、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍するすべての学校で「個別の指導計画」を立て、「特別の教育

課程」による日本語指導の取組を進めた。 

 

（４）成果の普及 

運営協議会における情報共有、及び校園長会での校長への啓発を行った。また、外国人児童生徒教育担当

者研修会における実践交流を行った。 

 

（５）学力保障・進路指導 

「伊賀地区外国につながりをもつ子どもと保護者の進路ガイダンス」を開催した。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

日本語指導が必要な児童生徒が在籍している学校に当コーディネーターを派遣し、日本語指導担当者に対する

指導、日本語能力測定方法等の研修及び個別の測定のサポートを行い、受入体制の整備につなげた。また、コ

ーディネーターには、各校の校内研修や外国人児童生徒教育担当者研修会における講師を依頼し、受入体制

やキャリア教育を見据えた日本語指導、やさしい日本語等について指導・助言を受けた。 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

伊賀市の外国人児童生徒教育については、学校・NPO・関係課等が連携して進めていく体制が維持されてい

る。伊賀市における外国人児童生徒の現状や各校の課題等を共有し、それぞれの立場から意見や助言をいただ

くことにより、取組の活性につながったが、受入体制については、持続的な指導を可能にする人的配置や学習環

境の整備が欠かせない。伊賀市としての体制づくりや予算確保が必要である。そのためにも、教育委員会、学校、

家庭、地域、関係団体との連携を強化し、それぞれの役割を明確にした取組を弾力的に進めていく必要がある。 

 

（２）学校における指導体制の構築 

初期適応指導教室の設置により、外国から編入してきた児童生徒のスムーズな就学を支援できた。また、センタ

ー（拠点）校の設置により、「特別の教育課程」による日本語指導の取組の推進や少数在籍校に対して情報を発

信することにより伊賀市全体の取組の充実につながった。また、日本語指導コーディネーターの派遣において、

少数在籍校をはじめ市内全体において専門的な指導を受けることができた。 

課題としては、初期適応指導教室修了後の在籍校での学習について、児童生徒の実態を把握し、JSL カリキュ

ラムによるわかりやすい授業づくり等を通して、日本語でのコミュニケーション能力の向上等、より一層の充実が求

められる。 

さらに、外国籍児童生徒の増加傾向から、今年度は年間を通じて定員上限の６名に達する状況となることも多

く、緊急措置的に指導員３人体制で対応した期間もあった。今後、同様の状況が発生することも十分考えられるこ

とから、初期適応指導における指導者の確保が必要である。また、初期適応指導教室へ通うためには保護者の

送迎が必要なため、通うことができないケースもあった。初期適応指導教室ではなく学校で日本語教育を行うため

に、ボランティアスタッフの確保等において課題があるため、ニーズに沿った体制作りを検討していく必要がある。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

研修会において、講演や実践交流から「特別の教育課程」実施のためのノウハウを学び、各校での実践につな

げることができた。また、長期的な視点を持ち、高等学校へバトンをつなぐことについて考えることができた。 

経験の浅い教師が担当となっている学校も少なくないことから、センター（拠点）校における取組・実践に学ぶ機

会は重要であり、今後も引き続き継続して実施していくとともに、内容のより一層の充実を図る必要がある。 

 

（４）成果の普及 

運営協議会において、学校における取組の成果や課題、現状を共有し、多面的、多角的に意見や助言をいた

だくことにより、今後の取組の参考となった。校園長会で情報発信することにより、担当者だけでなく、学校全体

で外国人児童生徒教育が推進するきっかけづくりとなっている。また、研修会において、センター（拠点）校をはじ

めとする各校の実践を交流し、自校の取組に反映することができた。今後も引き続き、運営協議会及び研修会

等、あらゆる機会をとおして取組の普及及び情報発信に努めたい。特に、センター（拠点）校以外の学校の外国

人児童生徒教育の充実に向けて取り組んでいく必要がある。 
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（５）学力保障・進路指導 

伊賀市では、「進路ガイダンス」の取組が、外国人児童生徒やその保護者に対して、進路に向けた情報発信

や高校の先生との懇談等、重要な取組として根付いている。参加者からの声からも、それぞれの進路に向けて、

貴重な機会となったことが感じられた。また、参加者及び希望者には言語別（ポルトガル語、スペイン語、中国

語、英語、タイ語、フィリピノ語、日本語）の「高校進学ガイドブック 2024」を配付した。今後も引き続き、本取組を

継続するとともに、内容の充実に向けて検証を重ねたい。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

外国人児童生徒教育コーディネーターを派遣することにより、小中学校の指導体制や日本語指導等の課題に

応えることができている。また、児童生徒の日本語能力に合わせて、適切な教材の紹介やその活用等、必要な

情報を提供することができた。 

次年度以降も、毎年定期的に研修を重ねていくことを可能にする人的配置等の整備が欠かせない。そのための

予算確保が必要である。また、センター校、準センター校で蓄積されてきた研究実践を他校に発信し、課題解決

に向けて情報を共有するための研修をさらにすすめ、市内のネットワークの一層の強化が大切である。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

      

２８６人 

（１５校） 

      

７８人 

（７校） 

      

人 

（   校） 

      

人 

（   校）  

      

人 

（   校） 

 

人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

     

２８６人 

（１５校） 
 

      

７８人 

（７校） 

 

      

人 

（   校） 
 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

○地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

運営協議会を設置し、運営協議会内に専門委員会として「就学指導委員会」「学習支援委員会」「指導研修委

員会」を配置する。各委員会において取組を進めるとともに、年間３回実施する運営協議会において、外国人児

童生徒の就学支援や学習支援及び日本語指導者の研修のあり方等について協議する。 

 

○学校における指導体制の構築 

外国人児童生徒の在籍が多い上野東小学校と緑ヶ丘中学校をセンター（拠点）校とし、外国人児童生徒教育

の充実を図るとともに、受入及び指導、支援等について少数在籍校等、他校へ発信する。また、地域人材である

日本語指導コーディネーター（１名）を派遣する。 

センター（拠点）校である上野東小学校に伊賀市初期適応指導教室（チャレンジ教室）を設置し、市内小中学

校に編入してきた外国人児童生徒に対する初期の日本語指導や学校への適応指導を、おおむね 50 日間（通級

日数）、集中的に行う。 

 

○「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

「個人票（伊賀市版）」について、外国人児童生徒の在籍校において活用を進めるとともに、センター（拠点）校を

中心に、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍するすべての学校で「個別の指導計画」を立て、「特別の

教育課程」による日本語指導の取組を進める。 

 

○成果の普及 

運営協議会における情報共有、外国人児童生徒教育担当者研修会における実践交流を行う。 

 

○学力保障・進路指導 

「伊賀地区外国につながりをもつ子どもと保護者の進路ガイダンス」を開催し、外国につながりをもつ子どもと

保護者に向けて、日本の教育制度や高校進学について説明する機会としてガイダンスを開催する。 
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○日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

日本語指導が必要な児童生徒が在籍している学校に当コーディネーターを派遣し、日本語指導担当者に対する

指導、日本語能力測定方法等の研修及び個別の測定のサポートを行い、受入体制の整備につなげる。また、コ

ーディネーターには、各校の校内研修や外国人児童生徒教育担当者研修会における講師を依頼し、受入体制

や日本語指導、やさしい日本語等について指導・助言を受ける。 

 

 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


